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は し が き

１．１９９９（平成１１）年４月から実施された包括外部監査は、法定の４７都道府県、１２政令市、

２５中核市と条例による任意実施の２市、計８６自治体で始まり、２０２０（令和２）年度は、１

３２自治体で実施されている。 

２０２０（令和２）年度分までに３２８５テーマが取り上げられた。私たちは毎年、包括外部監

査の実情を調査し、監査報告書が自治体に提出されたのち半年以内にその報告書を読み、その出来･

不出来を評価してきた。これが「包括外部監査の通信簿」である。 

２００９（平成２１）年からは、全国の実施自治体の「措置報告」を点検し、監査報告書の指摘

事項や意見に対して各自治体がどう対応し公表しているかを分析し、そのあるべき方向性を提言し

て、「外部監査の活用度の通信簿」として発表してきた。 

２２年目となった今年は、２０２０（令和２）年度の監査報告書と２０１８（平成３０）年度の

包括外部監査に対する自治体の措置報告について、「通信簿」を作成した。 

 監査報告書や措置内容、監査人や自治体に対するアンケートその他詳細な資料については付録Ｄ

ＶＤ－ＲＯＭに収録されている。 

２．通信簿（イエローブック）は、自治体の活用性だけではなく市民による包括外部監査制度の活用

という視点も重視している。市民にとって包括外部監査の報告書は自身の居住する自治体の財政状

況や特定テーマについて一般人では入手できないような情報に触れることができ、また当該テーマ

の問題点を知ることができる貴重な資料である。また、他の自治体の優秀な監査報告の手法を用い

て、自己の自治体で点検をするということもできる。市民は、監査報告書を読んで問題点を把握し、

これに対する自治体の対応状況を点検して、場合によっては住民監査請求などによって市民自身の

手で是正を促すということも検討してほしい。 

イエローブックがこれらの包括外部監査制度の活用のための一助となれば幸いである。 

２０２１（令和３）年９月

全国市民オンブズマン連絡会議 

包 括 外 部 監 査 評 価 班 

「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル
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2021 年度 賞の授与と評価基準 

１ 包括外部監査報告書 

【賞の授与】 

オンブズマン大賞 ： 堀  雅博氏（岐阜県包括外部監査人） 

 岡部 宗茂氏（岡山市包括外部監査人） 

優 秀 賞 ： 髙橋 潔弘氏（兵庫県包括外部監査人） 

塩塚 正康氏（福岡市包括外部監査人） 

竹中 雅史氏（岐阜市包括外部監査人） 

田口  勤氏（豊田市包括外部監査人） 

大古場 雅氏（東京都大田区包括外部監査人） 

功 労 賞 ： 該当なし 

【評価基準】 

① 対象の選定は適切で、監査する意義があるか。

ⅰ 対象の選定にあたって具体的な目的意識があるか。 

ⅱ 対象の規模・性格に、外部監査する価値があるか。 

ⅲ 監査対象の範囲は適切に設定されているか。 

② 監査が充実し、評価が適切であるか

ⅰ 事実・実態の把握が、遺漏なく緻密に行われているか。 

ⅱ 適法性の検証が十分に行われているか。 

ⅲ ３Ｅの検証が十分に行われているか。 

ⅳ 監査の視点・手法に斬新さがあるか。過去の優れた監査例が参考にされているか。 

ⅴ 指摘・意見は直截に具体的に述べられているか。実行可能性があるか。 

ⅵ 個々の問題事例からフィードバックして、一般的・構造的な問題として把握されているか。 

ⅶ 問題発生に至る経緯・意思形成過程と責任の所在が検証されているか。 

ⅷ 監査人が過度に安易に妥協をしていないか。 

ⅸ 当年度の監査対象が過年度に行われた包括外部監査の監査対象になっている場合、過年度

監査の指摘・意見に対する措置と措置報告の状況が点検されているか。 

③ 報告書・意見書の記述は、適切でわかりやすいか。

ⅰ 自治体や市民が読んで理解しやすい記述になっているか。 

ⅱ 問題点や指摘・意見の記述は明瞭か。遺漏はないか。 

ⅲ 監査の視点やプロセスが十分に説明されているか。 

④ その他

ⅰ 監査及び監査報告が誠実に行われているか。 

ⅱ 監査報告において、対象が過度に秘匿されていないか。 

ⅲ 報酬額と比して明らかに業務量・成果の多い、あるいは乏しい監査報告であるか。 

ⅳ 検証の過程で、監査人の見解を対象部局に開示してその見解を求め、その回答に対してさ

らにフィードバックを行って監査人の見解を示しているか。 

ⅴ 他の自治体との比較検討が行われているか。 

ⅵ 監査テーマの監査を遂げるために必要な補助者が適切に選任されているか。 
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２ 包括外部監査を受けた自治体の措置状況 

【賞の授与】 

措置模範賞：該当なし 

総合評価がＡの自治体 

青森県、秋田県、埼玉県、東京都、和歌山県、山口県、徳島県、大分県、さいたま市、新潟

市、浜松市、神戸市、川越市、越谷市、柏市、豊中市、八尾市、松江市、久留米市、那覇市、

東京都町田市、滋賀県甲賀市 

レッドカード（総合評価が３年連続ＤまたはＥの自治体） 

仙台市、八王子市、東京都大田区 

イエローカード（総合評価が２年連続ＤまたはＥの自治体） 

山形県、岡崎市、長崎市、佐世保市 

【評価基準】 

① 速さ：１回目の措置公表をいつまでに行ったか？

Ａ：令和元年９月３０日までに公表 

Ｂ：令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までに公表 

Ｃ：令和２年４月１日から令和２年９月３０日までに公表 

Ｄ：令和２年１０月１日から令和３年３月３１日までに公表 

Ｅ：令和３年４月１日現在公表されていない 

② 措置対応度：指摘事項・意見にどの程度対応しているか？

Ａ：１００％対応している 

Ｂ：８０％以上対応している 

Ｃ：５０％以上対応している 

Ｄ：５０％未満の対応である 

Ｅ：全く対応していない 

③ 説明責任：措置内容が市民に分かるように説明されているか？

Ａ：良い（報告内容のほぼ全部が評価できる） 

Ｂ：普通（評価できない報告が全体の２０％未満） 

Ｃ：不十分（評価できない措置報告が全体の２０％以上５０％未満） 

Ｄ：非常に不十分（評価できない報告が全体の５０％以上） 

Ｅ：報告が全くない（「措置対応度」のＥ評価に連動する） 

④ 総合評価

Ａ：良い 

Ｂ：比較的良いが、さらに改良が望まれる 

Ｃ：不十分で、改善を要する 

Ｄ：非常に不十分で、抜本的に改善を要する 

Ｅ：失格 
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第１部 包括外部監査の「通信簿」 

第１章 包括外部監査制度の概要 

１ 外部監査制度の導入 

地方自治法の施行時から、監査委員による監査の制度が、「行政から独立して財政・会計面を中

心に適正な執行がなされているかを常に監査する」という趣旨で設けられている。しかし、監査

委員が行う監査については、その実情が制度の趣旨に適っていないという批判がなされてきた。 

外部監査制度は、監査委員監査の不十分を補う目的で、平成９年の法改正によって平成１１年

度から実施されたものである。都道府県、政令市、中核市では実施が義務化され、その他の自治

体は条例により実施できる（「条例実施自治体」。ただしいったん導入した後に廃休止する例があ

る）。令和３年４月１日現在の実施自治体は＜表１＞「包括外部監査実施自治体となった施行日一

覧」のとおりである。 

２ 包括外部監査制度の趣旨と目的 

包括外部監査では、①自治体が包括外部監査人を外部から選任・委任し、②監査人が監査対象

を自由に選定し、③監査人が補助者を選任し、監査し、監査報告書を提出する。 

監査契約は一年度ごとに行われる。自治体は、同じ監査人と４年以上連続して契約することは

できない（監査人と自治体関係者の「なれあい防止」、すなわち「独立性」の確保が目的とされる）。 

包括外部監査では地方公共団体の事務について、適法性監査と３Ｅ監査（後述）を含む監査が

行われる。また公平性も視点の一つとなる。 

３ 監査対象（テーマ） 

包括外部監査では、包括外部監査人が監査対象を自由に選定する。 

自治体の長は、包括外部監査契約の締結にあたっては監査委員の意見を聴き、議会の議決を経

なければならないが、監査人のテーマ選定を拘束することはできないし、監査契約において外部

監査の独立性、自由を変質させることはできない。 

令和２年度の監査対象は、＜表５＞「自治体別各年度監査テーマ・評価一覧表」の令和２年度

欄に記しているが、分類すると＜表３＞「監査対象事項分類表」のとおりである（なお、平成１

１～令和２年度までの全ての分類は付録ＤＶＤ－ＲＯＭにある）。過年度のより詳しい個別テーマ

の概要や傾向などについては、過去の“通信簿”を参照されたい。また、現在監査作業が進行し

ている令和３年度も含めて令和３年８月現在で判明している監査テーマは＜表５＞に加えている。 

近年の傾向として、社会福祉、特に少子高齢化（あるいはそのいずれか）をテーマとして取り

上げるものが顕著に増えている。 

令和２年度で最も多かったテーマは、「不動産・施設管理」であった。 

また、スポーツや文化施策がテーマとされることが増える傾向にある。 

４ 監査人（契約者）と補助者 

外部監査人になれるのは、①弁護士、②公認会計士、③「国の会計検査、地方公共団体での監

査、財務事務従事者で政令で定められる者」である。税理士も監査人になれる。 

今年を含む２３年間の監査人の状況は、＜表２＞「監査人資格・氏名一覧表」のとおりである。 

どの年度も公認会計士が最も多い。 

令和２年度の監査人は、全１３２自治体中、公認会計士１０４名、弁護士２２名、税理士６名

である。学者その他はない。補助者は、全自治体で７２６名中、弁護士１１１名、公認会計士５

「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル　このような解説が56ページあります
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１３名、税理士３９名、その他６１名である（監査人や補助者が他の自治体の監査人や補助者を

兼務しているケースがあるが、それぞれ１名としてカウントしている。ＤＶＤ－ＲＯＭ収録資料、

令和２年度監査人氏名／補助者資格一覧を参照）。 

本書では、監査人・補助者の資格について、弁護士が公認会計士・税理士を兼ねている場合に

は「弁護士」、公認会計士が税理士を兼ねている場合には「公認会計士」としてカウントした（た

だし茨城県については、公認会計士・税理士資格兼有者が税理士法人に所属しており、地元税理

士会の推薦で監査人となったことが判明したので、「税理士」としてカウントした）。 

監査人の選任については、自治体ごとに一定の方針があるが、地元公認会計士協会の推薦によ

る選考が最も多い。ただし、最近は公募による例も、相対的に少数ではあるが増えてきている。 

なお、同じ監査人が同じ自治体で３～６年余を経て再任されたり、他の自治体で任用される、

という例が増える傾向がある。 

５ 監査人の報酬額 

令和２年度の包括外部監査人報酬額は、東京都が３８３４万４０００円で最高額、鳥取県が１

７９万１５０円で最少額であった。平均報酬額は、都道府県１４０４万６８８８円、政令市１５

５０万９０５３円、中核市１１６８万３４５５円、条例自治体９５４万９１４５円、全体平均１

３０２万３７７１円であった（評価班調査。詳しくは＜表４＞「令和２年度報酬額 昨年度との

比較一覧表」のとおり）。 

報酬額は明らかに、長期的な低落傾向にある。 

このことは、包括外部監査を充実させるためには大きな障害である。その詳細は後に述べる。 

６ 外部監査と監査委員監査 

監査委員の一般監査の対象となるものは包括外部監査でも対象となるし、包括外部監査の視点

は、監査委員監査と共通しているので、包括外部監査は、監査委員監査と重畳することがありう

る。 

しかし、監査人はテーマを絞れる上に集中して行うことができるので、監査委員監査より詳し

い調査を行うことができる。また、包括外部監査人は弁護士や公認会計士など独立性の高いもの

から選ばれる（監査委員の半数は議員であり、識見監査委員の１人は職員ＯＢであることが多い）

ので、包括外部監査は監査委員監査に比べて、より自由で独立度の高い見地の指摘や意見を期待

できる。 

７ 内部統制と外部監査 

最近、「内部統制」という自治体のマネジメントの仕組みが提唱されている。 

※ 「内部統制」とは、民間企業での内部統制の考え方を行政にも導入しようとするもので、

一部の自治体で整備が進んでいる。総務省内の研究会が２００９年に報告書を公表し、日

常的なコンプライアンス（法令順守）、業務の有効・効率性、財務報告の信頼性、資産の

保全等のための内部統制を提唱している。監査委員監査を含むシステムであり、外部監査

は必要に応じたモニタリングとしてイメージされている。 

内部統制は、自治体の首長以下組織全般が自己評価をするもので、自治体に期待されるもので

はあるが、必ず正しく機能するとは限らず、外部の目により行政の不正・不当を監査する必要性

がなくなることはないので、外部監査を完全に代替することはできない。 

８ 包括外部監査以外の外部監査 
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包括外部監査とは別に、個別外部監査の制度も設けられている。 

個別外部監査は、住民監査請求の際に求めることもできるので、政務活動費に関する住民監査

請求の際に求められることがある。実際に個別外部監査が実施された例もあるが、監査委員が拒

否して外部監査に至らないことのほうが多い。 

また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年）による監査の中にも、外部

監査人によって行われるものがあり、実際に行われた例もある。 

この通信簿は、包括外部監査だけを対象にするものなので、以下は特にことわらない限り、「外

部監査」とは「包括外部監査」のことを、「監査人」とは「包括外部監査人」のことをそれぞれ指

すことにし、評価対象の自治体の監査報告書を「当該自治体名」のみで略称することにする。 
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第３章  監査対象別の評価の視点と評価基準 

一般的な評価の基準と視点は前章で述べたが、監査対象によって、特に留意すべき事項があるの

で、本章で、監査対象別に述べる。 

１ 税・国保料・収入金・手数料・税収入減免 

▸ 事務処理の適法性の検証、徴収・回収の効率化と滞納対策の検証が特に重要である。 

加えて、以下の諸点及び視点の検証が求められる。 

・ 制度（個人情報保護法の観点を含む）と収納・管理の体制など、システム監査の視点か

らの監査。 

・ 課税標準算定、賦課金額決定、徴収回収漏れ、減免などの諸手続の手続的適正性の検証。 

・ 負担の公平・公正の検証。 

▸ さらに、以下の諸点の検証も必要である。 

・ 斬新で、他にも応用できるような捕捉・徴収方法の提言。 

・ 職員の専門的能力に関する検討。 

・ （特にＩＴ化に関して）「情報漏れ」やその対策についての検討。 

・ 調達（新システムの導入など）について、契約内容の検証。 

・ 一部事務組合の利用の検討。 

令和２年度は、豊橋市（市税）がこのテーマで、活用賞となった。 

２ 財産管理（物品・現金・基金） 

① 財産管理全般の共通事項として、(1)「財務管理」面からの検証と、(2)「用益管理」を含む

活用状況面からの検証が重要である。 

加えて、以下の観点・手法での検証が必要となる。 

▸ アセット・マネジメントの視点からの検証。 

※ アセット・マネジメント（Asset Management）とは、元々は個人・法人の資産全体を最

適配置して価値を最大化する金融業界のビジネス用語であるが、広く公物管理にこの考え

方が取り入れられている（例えば道路管理で、橋、舗装等を道路資産と捉え、その損傷・

劣化まで捉えて最も費用対効果の高い維持管理を行う概念とシステム（方法）を導入する

など）。要するに、現在の状況に時間軸も加えより広く財産の最適管理を行うということ

である。 

▸ 機会費用、機会損失、自治体財産の有効化の視点からの検証。 

▸ 発生主義・複式簿記、コンピュータ会計、総務省の「新地方公会計制度」の導入による効果

などの検証。 

② 物品管理

物品管理の細部点検だけでは内部監査領域の問題であり、優れた包括外部監査とはなりえな

い。他の財産・社会資本（公共施設）のテーマにおける点検項目の一つと考えるべきである。 

細部点検すると不適切管理が必ずといってよいほど指摘できる分野であり、(1)台帳整備、保

管、棚卸等の点検が重要で、(2)実査が不可欠である。問題点の検出が少ないと、それだけで監

査の綿密さが疑われることになる。 

優れた監査にするには、以下の点の検証が必要である。 

▸ 不実購入や必要性の乏しい購入、分割発注による随意契約、（特に年度末の）予算消化のた

めの大量発注、「架空発注」「預け」などの不正などの検証。 

▸ 機器などの活用上の問題の有無の検証。 

「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル　監査対象別の評価の視点も掲載しています。

MR8000
長方形

MR8000
長方形
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▸ 検証の結果、問題なしとされる場合の理由・根拠の明示。 

▸（抽出による検証がほぼ必然的なので）問題事例からフィードバックした管理体制の一般化。 

③ 現金管理

本来は内部監査の領域であり、単独で取り上げることは、テーマ選定として問題が大きい。

安全・正確さ・手続順守の点検が適正にされていることが重要である。

また、抽出による検証が不可避なので、問題事例からフィードバックして一般的な提言につ

なげる必要がある。 

④ 基金

積立、保管・運用、取り崩し、利用について、安全・正確さ・手続順守の点検が重要である。

さらに、以下の点の検証・提言が必要となる。

▸ 基金創立時の意義が現時点でも存するか否かの再検討。 

▸ 現在の低金利下でどう運用すべきかの具体的検討・提言。 

▸ 今後にわたり存続させることの意義、存続させる場合のあり方などの検討・提言。 

令和２年度は、山形県（基金）、旭川市（基金）、長野市（現金管理等）、倉敷市（基金）がこ

のテーマであった。 

３ 不動産・施設管理（施設（スポーツ・文化・図書館・福祉・公園・動物園））、指定管理者 

① 土地

台帳整備、利用等の点検が特に重要である。とりわけ、遊休化した物件が必ずあることが予

測される分野なので、実査が不可欠である。 

ただし、土地の点検（内部監査の領域）だけでは、優れた包括外部監査とはなりえない。優

れた監査にするには、以下の点の検証が必要である。 

▸ 遊休化している土地について、単なる指摘（もしくは観念的な「見通しの甘さ」の指摘）に

とどまらない問題の発生原因の検証。 

▸ 特定の物件の遊休化原因の検証にとどめず、フィードバックによる構造的問題点の検出。 

▸ 遊休土地の今後の管理・処分についての具体的な提言。 

▸ ファシリティ・マネジメントの観点からの検証。 

※ ファシリティ・マネジメント（ＦＭ）とは、「企業・団体等が保有又は使用する全施設

資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用す

る経営活動」（(公)日本ファシリティマネジメント協会より）とされている考え方である。 

▸ 土地開発公社からの再取得後の管理・処分まで視野に入れた検証。 

▸ 「公有地の拡大の推進に関する法律」と土地開発公社の今日的存在意義を意識した検証。 

② 建物

管理・利用状況の点検が重要である。

３Ｅの点検においては、行政コスト計算を行うべきである。

不適切な資産管理等が頻発する分野なので、実査が不可欠である。

なお、建物の運営を第三者（外郭団体等）に委託している場合には、後述の「指定管理」「外

郭団体」で述べる基準をもあわせて評価する。 

加えて、優れた監査にするには、以下の点の検証が必要である。 

▸ 収支不良状態に陥っている「箱もの」について、単なる指摘（もしくは観念的な「見通しの

甘さ」の指摘）にとどまらない問題の発生原因の検証。 

▸ 収支不良状態の物件が複数ある場合、フィードバックによる構造的問題点の検出。 

MR8000
長方形
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第２部 包括外部監査の自治体活用の「通信簿」 

第１章 自治体の活用―措置報告 

１ 監査結果にもとづく措置とその報告 

監査結果の報告の提出を受けた首長らは、監査結果を参考として措置を講じたときは、その旨

を監査委員に通知し、監査委員はこの通知事項を公表しなければならない。 

いかに有益で有効な監査がなされても（あるいは逆に不十分な監査であっても）、首長らが実際

の行政運営に活かし実行しなければ外部監査制度は役に立たない。 

旧来の措置報告・公表のやり方は、自治体により、「年１回方式」（全部の指摘・意見について、

年１回まとめて措置報告する）と「随時公表方式」（措置報告がある都度公表する）とがあったが、

主な問題は「どちらの方式を取るか」ではなく、「１件の指摘・意見につき、１度報告して終わり

か、追加報告をするか」にある。 

評価班が最も優れていると考えるのは、「追加公表のある年１回方式」（定期的に全指摘・意見

につき公表し、措置が未了のものがある場合にもその全部について措置状況を報告する）である。 

２ 評価班の評価 

平成２０年に評価班が全国の市民オンブズマンに調査を依頼したところ、措置報告の進展にお

いて非常にばらつきがあり、しかも必ずしも具体的な報告になっていないことが判明した。 

そこで評価班は、平成２１年より「通信簿」で、全国の実施自治体全てについて、「２年前の包

括外部監査報告に対する措置状況」の評価を行うことにした。 

措置の内容にわたって調査点検することは事実上不可能なので、措置を自治体がどれだけ公表

し、その公表内容にどれだけ具体性があるか、という視点で評価を行っている。 

公表される措置報告の文章で自治体の措置の是非が完全に評価できる、と考えているわけでは

ない。しかし、監査結果や意見に対して自治体がどれだけ丁寧に詳しく措置対応の説明をしてい

るかをみると、その自治体の取り組み度や信頼度はおのずから明らかである。＜措置対応が立派

な自治体が、公表についてはいい加減＞とは考えられないし、＜措置公表がいい加減な自治体が、

対応自体は立派＞とも考えられないからである。 

３ 措置報告の問題状況 

評価班が求める措置報告の基本的事項は、以下のとおりである。 

① 措置の報告とその公表は、必ずなされなければならない。

② 措置報告は、適切な方法で公表されなければならない。

③ 措置報告は、すべての指摘事項と意見について行わなければならない。

④ 措置報告は、現実に行われた措置の内容がわかるものでなければならない。

これらの注文は難しいことではないはずなのだが、現実には、上記の基準を十分に満たす自治

体は少ない。 

ⅰ 措置報告と公表を行わない自治体がある。 

措置の報告・公表を怠ることは、住民に対する説明責任を果たしていないだけでなく、実

質的に法の趣旨に反し違法である。 

かつては、措置の報告を行った形跡がない（少なくとも、調査しても検出できない）自治

体があった。 

「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル　措置についても解説しています。
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また、ある自治体では、議会の関係委員会で報告するだけで、監査委員への通知や公報掲

載をしていなかった。議会の委員会に対する報告だけでは「公表」とは言えないし、監査委

員に通知しないこと自体、法の規定に反し違法である。 

さすがにそのような自治体は現在ではなくなったが、類似の例はまだ残っている。 

ア 監査結果・指摘事項についてだけ措置報告を行い、意見については行わない例。 

この例は、かつては非常に多かったが、近年はさすがに減少した。しかし、なお現存し

ている。 

監査報告の中には、「監査結果」「指摘事項」が１～２件で「意見」が数十件、というも

のもある。意見について措置報告しない自治体でこうした監査報告がなされると、監査報

告の内容のほとんどは結果不明、ということになるので、きわめて実害が大きい。 

形式はともかく、自治体が費用をかけて行政の改善のために監査をしているのであるか

ら、監査意見についての行政見解や措置対応を公表しないことは、包括外部監査に対する

行政の対応状況を住民に知らせない、ということとほとんど同義であり、説明責任を果た

さないだけではなく、監査費用を「無駄」にするものである。もちろん市民と監査人に対

しても背信になる。監査意見、要望、提言についても必ず措置・対応の報告を行って、行

政の姿勢を住民や監査人に明示しなければならない。 

イ 監査委員が告示するのは初回の措置報告のみで、その後の措置報告は事実上公開するだ

けという自治体もあるが、これも法運用として問題である。 

ウ 措置報告の公表を、自治体の告示板に貼り出すだけで「公表」としていた自治体があっ

たが、公表の方法としてはきわめて不十分であり、法の趣旨に反している。少なくとも自

治体の公報に掲載するか、自治体のＨＰに掲載すべきである。 

ⅱ 指摘・意見の相当部分について措置報告が異常に遅延する自治体がある。 

「随時公表方式」（指摘・意見に対応したものから順に報告・公表する）を採用する自治

体の中には、多くの指摘・意見について報告・公表のない状態が長期間にわたって（少なく

とも２年以上）続く例が少なくない。指摘・意見の一部でも、２年余にわたって措置状況が

報告公表されないのは著しく問題である。 

ⅲ 措置が事実上未了なのに「報告」したまま放置する自治体がある。こうした事態は、１つ

の指摘・意見について１回しか報告しない（追加報告をしない）自治体で生じる（どちらか

というと、「年１回方式」を採用する自治体にそれが多い）。 

このようなやり方では、措置未了の状態で１度報告してそのままになる例や、具体的な措

置がわからないような措置報告（例えば「善処する」など）で終わってしまう例が頻発する。 

しかも、措置公表が非常に速い自治体があり、そうした自治体では、指摘・意見の大半に

ついて具体的措置の内容がわからない、という事態が生じる。 

年１回方式・随時方式を問わず、追加報告のない措置公表は、それ自体誤りであり、制度

の趣旨を損ねるものである。 

ⅳ 具体的な措置内容が判明しない報告がある。 

典型は前述の「善処する」であるが、事実上これに近いものは相当に多い。 

また、「担当部局に指示する／した」で終わっていて、現実に取扱いが改善されたか否か

が判明しないものも多い。 

ⅴ 担当部署によって、措置報告の速さや具体性度が極度に異なる自治体がある。 

ⅵ 「措置した」と報告されながら、措置されていない例がある。 

このような事実は、後年度の監査人が「過年度の措置状況」を監査した場合に、時々指摘

される（そこまでいかないまでも、措置が不徹底だと指摘される例はかなり多い）。 
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ⅶ （ⅱと逆に）いったん措置報告された内容を、過早に（実例としては、監査報告から約２

年後、さきの報告の１年後次回の報告の際に）ＨＰから削除してしまう例がある。 

監査結果に対する措置に関する住民の関心がそう早く消失するとは考えられないので、こ

の削除はあまりに早すぎる。 

４ 問題状況の生じる原因 

問題のある措置報告が多くなる原因は、以下の原因によるものと考えられる。 

① 自治体自身が、包括外部監査を、（潜在的にせよ）法によって「押し付けられた邪魔者」と

考えていて、「外部からの提言によって行政を改善する好機」と考えていない。

② 自治体において、包括外部監査を活用するという発想に乏しいため、その目的でのシステム

を整備していない。

５ 「通信簿」の成果 

「通信簿」で措置報告の評価を行うようになって以来、例外はあるが、全体的には自治体の措

置公表が明らかにかつ大幅に改善した。 

① 大半の自治体が、指摘事項だけでなく、意見についても措置報告するようになった。

② 措置報告の内容が具体的なものの比率が増した。

③ 措置報告が読みやすく、もとの監査報告書との対比もしやすい報告の比率が増した。

④ １回のみの報告で終わらず、追加報告を行う自治体が増した。

⑤ 措置状況をシステマティックに管理し、措置の内容を措置済み、措置中、検討中、不措置な

どに区分し、「措置中」や「検討中」について追加報告する事例が増した。 

これらは、評価班が提言してきたことと一致し、大きな進歩である。 



有 弁護士 1 公認会計士 3 税理士 0 その他 2 計 6 名 頁数
1. 186

29 40

1

2

有 弁護士 0 公認会計士 5 税理士 0 その他 0 計 5 名 頁数
1. 172

28 43

1

2

令和２年度　総括表

１．都道府県

自治体名 監査人氏名 資格 監査人所属 自治体担当部局 委託報酬

「総括表」の見方
○「総括表」は、監査人が提出した包括外部監査報告書に対する評価表です。自治体に対する評価ではありま
せん。監査結果に対する自治体の措置についての評価は、「措置評価表」をご覧下さい（126ページ～参照）。
○表の見方
・自治体名の下の欄：評価
包括外部監査報告書を検討した結果、有用性の高いものに「活用賞」、さらに特に優れたものに「優秀賞」、優秀
賞の中でも最も優れたものに「オンブズマン大賞」、改善が求められるものに「改善要望」と記載。それ以外は無
記入。
なお、優秀賞を受賞した監査報告書には、総括表とは別に個別評価表を付している。
・指摘事項等の数：指摘事項（結果）は、監査結果として指摘した事項の数（地方自治法252条の37第5項）。意見
は、報告に添えて提出された意見の数（同法252条の38第2項）。いずれも原則として自治体回答による。
・内容：1は、包括外部監査報告書の概要。2は、監査報告書に対する全国市民オンブズマン連絡会議包括外部
監査評価班の評価意見。
○評価方法と基準：4ページ（第1部第2章　監査報告書の評価方法と評価基準）を参照願います。

債権管理に係る財務事務の執行について （概要26頁）

青 森 県
総務部行政経営課 13,118,000

補助者記載・資格分布

下水道事業及び工業用水道事業に係る財務事務の執行について
意見 その他 0

鳩　健二 公認会計士

（概要24頁）

鳩健二公認会計士・税理士事務所

指摘事項等の数 指摘事項(結果)

北 海 道
板垣　博靖 公認会計士 EY新日本有限責任監査法人 総務部行政局改革推進課

内
　
　
容

道の未収金・長期延滞債権・貸付金の残高は膨大で、道の「行財政運営方針」中で「債権管理の適正化」
を具体的取組の一つに掲げ、「債権管理条例」を制定施行している。外部専門家の立場から債権管理の実
態を調査・分析し、債権管理が適正に実施されているかを監査。租税債権を除く債権・未収金から残高の
大きいもの35種（うち貸付金25種）の債権を選んで対象とし、合規性、３Ｅ、公平性、決算との整合、内
部統制、過去の監査結果についての措置、システム運用上の合規性・有効性に着眼して監査。35種中21種
（うち貸付金14種）につき指摘・意見を付し、総括意見7件を付した。

個別債権についての抽出事項69件中51件が公営住宅使用料（指摘9・意見8）、アイヌ子弟大学等就学資金
等貸付金（指摘5・意見10）など7種の債権（うち貸付金2種）に集中し、その余は抽出事項1件のもの10種
（うち貸付金9種）、2件のもの4種（うち貸付金3種）である。個別意見の多く（とりわけ貸付金について
のもの）と総括意見7件は妥当ではあるが抽象的・微温的である（「決算残高」を基準とする対象選別基準
外に住宅供給公社に対する単年度貸付金をも対象に含めたことは評価できるが、指摘3・意見2はやはり抽
象的・微温的である）。また、未収金管理がマニュアルどおりに行われていないことは把握して意見を付
されているが、その原因にまでは踏み込んでいない。数多い対象債権をチェックしているが、踏み込みが
浅く活用性は限定的である。

10,479,000
補助者記載・資格分布

指摘事項等の数 指摘事項(結果) 意見 その他 7

内
　
　
容

県の下水道事業・工業用水道事業は今後、施設の老朽化による更新需要の増大（下水道では加えてサービ
ス需要減少）により経営環境が厳しくなると想定。また下水道事業ではR2度から地方公営企業会計の適用
を予定。このような状況下で、両事業に係る「財務事務の執行や管理の状況について、包括外部監査人の
立場から検討を加えることは有意義」と判断し対象に選定。両事業と県建設技術センター（3処理場の指定
管理者）を対象に監査した。
①経営計画・使用料収入（指摘1・意見8）、②固定資産管理（指摘8・意見7）、③契約事務（指摘3・意見
12）、④下水道事業の経費負担区分（指摘2・意見1）、⑤消費税（指摘1・意見5）、⑥工業用水道の人件
費等（指摘2・意見6）」、⑦建設技術センター（指摘11・意見4）に分けて報告。指摘・意見の分野別分布
は、下水道指摘9・意見18、工業用水道指摘8・意見17、建設技術センター指摘11・意見8。くわえて「提
言」2件を付している。

監査対象の全般にわたって調査されていて、報告書は読みやすくまとめられている。指摘事項の大半と意
見の相当部分が事務・経理的事項である。両事業の将来の経営上の課題は記述されており、それに関する
意見もいくつか付されてはいるが、いずれも抽象的である。中長期的な計画の批判的検討、アセットマネ
ジメントの観点からの検証、施設の更新とそれに伴う費用負担の具体的検討、料金体系の再検討、滞納処
理の具体的検討、契約の合規性や３Ｅについての批判的検討、開発計画の具体的検討は、いずれも不十分
である。踏み込みのない浅い監査であり、行政にとっての活用性も限定的なものにとどまる。
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「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル　全対象自治体の包括外部監査を読み込んで
「総括表」を作成しています。

MR8000
長方形

MR8000
長方形

MR8000
長方形



報告書　352頁

概要書　42頁

監 査 テ ー マ

監 査 対 象 等

監 査 の 視 点

1.適法性－事務執行が、適法になされているか
2.有効性－事務執行が、所期の目的を達成しているか、効果を上げられているか
3.経済性－事務執行が、より少ない費用で実施できてないか
4.効率性－事務執行が、同じ費用でより大きな成果を上げられないか
5.公平性－各県営住宅の申込者、入居者等のほか、各補助金申請者に対して、公平な取扱い
　をしているか
6.透明性－補助金の３Ｅの検証や委託業務の選任過程などについて、ホームページに公開し、
　具体的に説明しているかなど

令和２年度包括外部監査　オンブズマン大賞の評価表(対象自治体：岐阜県)

監 査 人 氏 名 堀　雅博 監 査 人 資 格 弁護士 報告書ページ数

岐阜県の住宅に関する事業 委託報酬額　11,000,000円

監査対象として、県内14の県営住宅、県営住宅の管理を行う住宅供給公社、県の住宅に関する
助成事業、空き家等対策事業を対象とする。調査先としては下記の対象への調査を実施してい
る。
ア　県営住宅に関する事務執行に関与している県の部署
イ　関係団体
　①県営住宅のうち指定管理者制度がとられているソピア・フラッツの指定管理者
　②ソピア・フラッツを除く13の県営住宅について管理代行を行っている岐阜県住宅供給公社の
　　本社および県庁西出張所、東濃建築事務所、飛騨建築事務所
　③各住宅にある自治会などの自治組織及び駐車場管理組合、駐車場管理委員会
　④団地内に市道と市管理河川が有する大垣市と、管理河川を有する垂井町及び垂井町土地
　　改良区
ウ　補助金交付を受ける市町村

対 象 選 定 の
理 由

（１）岐阜県住生活基本計画、岐阜県公営住宅等長寿命化計画など住宅に関する各計画はR2度
が最終年度や中間時期に当たり、各計画における施策を展開する中で、指摘や意見を検討しや
すいと思われること
（２）総務省からの勧告において保証人要件について指摘されていることや、R2年4月1日より施
行された改正民法により、連帯保証の極度額や消滅時効、定型約款についての検討が必要とな
るなど、関係法令等への対応状況を確認する必要があること
（３）管理代行制度と指定管理制度の制度比較をすることで、より良い改善策が検討できると思わ
れることに加え、住宅特別会計は、特別会計の中で2番目に未収入金額が大きく債権管理に課
題があると思われること
（４）新型コロナ感染症に起因する離職者向け県営住宅の一時提供をするなど、住宅に関する
セーフティネットについての重要性が高まっていること
（５）過去の包括外部監査で同種のテーマが取り上げられているが、県営住宅に関する事業、住
宅に関する助成制度、空き家等対策に関する補助金、耐震化促進に関する補助金など、県にお
ける住宅に関する事業を総合的に捉えたテーマはないため実施する意義があること

112

「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル　オンブズマン大賞、優秀賞は個別に
「評価表」を作成して詳しく述べています。
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長方形
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監査に対する
評　　　　 価

監査報告書の
概 要

本書は全6章により構成されており、それとは別に冒頭に監査の概要を記した序章を、末尾に課
題と提言を記した終章が付されている。各章の概要は以下の通りである。
第１章では「岐阜県の住宅に関する事業計画」として県の住宅事情や住生活基本計画について
報告され、計画や市町村との連携について意見を付している。
第2章では県営住宅について、2章の１において概要が示され、2章の2において全14件の県営住
宅の現場を往査した結果が記されており、本監査の中心となっている。2章の3では県営住宅の
管理に関する事務手続きの監査結果が、募集・申込・抽選、入居手続き、居住中の管理、債権管
理、修繕といった形で時系列順に記されているほか、県営住宅の集約化事業に対して独自の採
算分析や他市町の事例を検討材料として提示している。
第3章では岐阜県住宅供給公社について、県からの財政的支援等の現状や経営計画を踏まえ
ながら各実施事業についての監査結果を報告している。
第4章では住宅に関する助成事業として、県が実施している住宅に関する補助金8件と補助金制
度のほか、①被災者受入支援応援応急仮設住宅借上げ事業、②木造応急仮設住宅建設訓練
事業について、補助金の有効性・経済性・効率性の検証、事業評価の実施状況等を中心に実施
された監査の報告が記載されている。
第5章では空き家等対策事業について、空家対策推進室及び補助金交付団体である7市町への
ヒアリングや書類閲覧によって実施した監査結果を報告している。
第6章では県が行う耐震化促進事業について、担当課及び補助金交付団体である3市町へのヒ
アリングや資料閲覧によって実施した監査結果を報告している。
指摘・意見の数は指摘177件と意見121件、加えて、監査を行った対象の事務手続きが他の県営
住宅に関する業務や補助金の参考になると監査人が判断したもの13件について「参考報告」とし
て示されている。

　オンブズマン大賞

コ メ ン ト

人が生きていく上で必要不可欠なテーマであることから県民の声を丁寧に拾い上げる必要がある
という監査方針のもと、県庁や外郭団体へのヒアリングにとどまらず、同テーマを扱った他の都道
府県監査ではあまり見られない住宅管理人や入居者団体（自治会等の代表者）へのヒアリング等
調査、より住民に近い市町に対する往査や関係人調査が実施されている。これにより、管理や入
居者の適正利用の実態のより精緻な把握に繋がっているとともに、高齢化や自治会加入率の低
下といった社会情勢の変化に伴う新たな課題を浮き上がらせ、監査の質の向上に結びついてい
ると評価できる。
過去に行われた包括外部監査の措置状況についても、意見への対応がなされていない事項に
ついては指摘を加えるなどし、点検とその結果が記述されている。
指摘と意見は昨年度と同様に、問題点ごとに、事実関係→規範→指摘・意見の順で記載されて
おり、監査人の思考過程が明瞭であり、分かりやすく説得的である。他の自治体による取組事例
の例示や他の業務の参考になると監査人が考えた「参考事例」の記載があり、指摘・意見を受け
る県にとっても容易かつ効果的な措置の実施に繋がりやすい報告になっている。また、過去に行
われた包括外部監査の措置状況についても、意見への対応がなされていない事項については
指摘を加えるなどし、点検とその結果が記述されている。
そのほかにも他県他市において過去に行われた同テーマの包括外部監査報告を参考にしてい
る点も多く、例えば奈良県の包括外部監査報告から着想を得て、団地別の採算性分析の結果を
示し今後の集約化事業に対する検討材料を提示するなど、監査の質の向上へ向けた監査人の
工夫の跡が随所にみられることから評価班では本報告書を「オンブズマン大賞」と評価する。
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指摘・意見の全部につき、一覧表式（頁数・担当部署の記載なし）で報告している。報告内容は、事務・経理的な
事項については具体的だが、３Ｅ的な事項については抽象的であったり、方向性を示すにとどまるもの（「～こととし
ています」等）が過半である。また、現実の措置状況を知るには、一回式の報告では足りない。ア）措置状況を明確
にし、イ）検討中や対応中のものについては追加報告するなど、改善すべき点は非常に多い。また、工程管理表も
公表してほしい。不十分な報告であり、大幅な改善を要する。

「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務
の執行について

1 観光振興に関する施策及び事業の事務の執行について

Ⅰ．速さ 総合評価　　　

平成30年度包括外部監査への自治体措置評価表

1．都道府県

自治体名 監査人氏名 30年度監査テーマ

H15．6～現在首長 三村　申吾

評
価

鈴木　直道
高橋　はるみ

評
価

措
置

コ
メ
ン
ト

H15．4～H31．4 1
北 海 道

H31．4～現在首長

 監査結果：指摘（結果）　18/意見　41
① 公表日　令和2年8月7日　30年度分監査　（指摘　18/意見　41）　監査公表第8号・行政局改革推進課HP

毛利　節

 監査結果：指摘（結果）　31/意見　76/その他　0
① 公表日　令和2年3月23日　30年度分監査　（指摘　31/意見　64）　公報号外第21号
② 公表日　令和2年3月23日　30年度分監査　（指摘　31/意見　76）　行政経営管理課HP
③ 公表日　令和3年2月1日　30年度分監査　（指摘　0/意見　8）　公報号外第3号
④ 公表日　令和3年2月1日　30年度分監査　（指摘　0/意見　12）　行政経営管理課HP

毎年度公報で一覧表式（①③。担当部署入り。指摘・意見の別、原報告書の頁数の記載なし。但し配列は頁順）で
報告し、別途、行政経営管理課HPに一覧表式で（②④。担当部署、指摘・意見の別、原報告書の頁数入り）で＜
対応状況＞を公表している。①③では＜対応済み＞のもののみ公表し、②④では＜継続対応＞＜対応予定なし
＞のものも方針・進行状況を公表する。報告内容は、３Ｅ的な事項についても具体的な措置を報告しており、措置
中や措置予定のものも行政経営管理課HPで状況を具体的に報告している。ただし分類の切り分けはやや甘く、
「～することとした」との表現で＜措置済み＞に区分したものについては、その後の措置報告はない。良い措置報
告であるが、㋐「～することとした」ことで措置済みとせず、「措置中」としてその後の結果を報告してほしい。㋑公報
の（監査委員の）報告にも行政経営管理課HPと同様に、指摘・意見の別や原報告書の頁数を記載し、措置予定・
措置中のものも状況を報告し、一覧表を読みやすくしてほしい。㋒工程管理表も公表してほしい。

A 総合評価　　　 AⅠ．速さ B Ⅱ．措置対応度 A Ⅲ．説明責任

Ⅲ．説明責任 CCC Ⅱ．措置対応度 A

「措置評価表」の見方
○包括外部監査報告を受けた自治体が、措置対応の責任を果たし、その結果を公表したかという、自
治体に対する評価。
○表の見方
・措置欄：
1行目は、包括外部監査報告書で指摘された監査結果の数と意見の数を記載。原則として、2019年版
の通信簿を作成した際に全国市民オンブズマン連絡会議包括外部監査評価班が行ったアンケートに対
する自治体の回答数を基準としている。
2行目以降は、上記の指摘・意見に対する自治体の措置報告件数で、日付は公表日。複数回公表して
いるものは、重複している場合があり、措置報告件数の合計と指摘・意見の総数が一致しないこともあ
る。
なお、◇印は令和3年4月1日以降に公表された措置資料に付している。原則として評価の対象としてい
ないが、本書作成に間に合うものについては、一定の考慮をしている。
・コメント：自治体の措置報告に対する、全国市民オンブズマン連絡会議包括外部監査評価班の評価意
見。
・評価欄：「速さ」「措置対応度」「説明責任」の3項目で評価したうえで「総合評価」。
○評価基準：39ページ（第2部第2章　評価方法と評価基準）を参照願います。
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「2021年版包括外部監査通信簿」サンプル　自治体の措置について、評価基準に基づき
評価表を作成しています

詳しく知りたい方は「通信簿」のご購入を
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